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１ 変更理由 
 

南港地区において、大規模物流用地の需要に対応するとともに、

効率的な貨物の取り扱いを図るため、公共埠頭計画及び土地造成及

び土地利用計画を変更する。 

また、公共埠頭計画の変更に伴い、水域施設計画、国際海上輸送

網又は国内海上輸送網の拠点として機能するために必要な施設を変

更する。 
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２ 港湾施設の規模及び配置に関する資料 
 

２－１ 公共埠頭計画 

・概要 

   南港地区（南港東）において、大規模物流用地の需要に対応

するとともに、効率的な貨物の取り扱いを図るため、外貿一般

貨物を取り扱う公共埠頭を変更する。 

 

 ・公共埠頭の規模及び配置 

   公共埠頭を次のとおり削除する。 

 
表２－１－１ 公共埠頭の規模及び配置（今回計画） 

施設名 水深(m) 延長(m) 対象船型 備考 

- - - - 既定計画の削除 

 
表２－１－２ 公共埠頭の規模及び配置（既定計画） 

施設名 水深(m) 延長(m) 対象船型 備考 

NH2 12 240 30,000D/W 既定計画 

 

 

      
  

図２－１－１ 公共埠頭計画位置図（南港地区（南港東）） 

既定計画 今回計画 



 

 
－3－ 

２－２ 水域施設計画 

（１）泊地計画 

・概要 

外貿一般貨物埠頭の計画に対応し、泊地を変更する。 
 

・水域施設の規模及び配置 

泊地を次のとおり変更する。 

 
表２－２―１ 泊地の規模及び配置（今回計画） 

地区名 水深(m) 面積(ha) 備考 

南港地区(南港東) 13 1.6 既定計画の変更計画 

南港地区(南港東) - - 既定計画の削除 

 

表２－２―２ 泊地の規模及び配置（既定計画） 

地区名 水深(m) 面積(ha) 備考 

南港地区(南港東) 13 1.6 既定計画 

南港地区(南港東) 12 1.0 既定計画 

 

 

 
 

図２－２－１ 泊地計画図（南港地区（南港東）） 

 

既定計画 今回計画 
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（２）航路・泊地計画 

・概要 

   外貿一般貨物埠頭の計画に対応し、航路・泊地を変更する。 

 

 ・水域施設の規模及び配置 

   航路・泊地を次のとおり変更する。 

 
表２－２－３ 航路・泊地の規模及び配置（今回計画） 

地区名 水深(m) 面積(ha) 備考 

南港地区(南港東) 13 20.8 既定計画の変更計画 

南港地区(南港東) - - 既定計画の削除 

 

 
表２－２－４ 航路・泊地の規模及び配置（既定計画） 

地区名 水深(m) 面積(ha) 備考 

南港地区(南港東) 13 21.8 既定計画 

南港地区(南港東) 12 1.0 既定計画 

 
 

  
 

図２－２－２ 航路・泊地計画図（南港地区（南港東）） 

 

既定計画 今回計画 
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３ 土地造成及び土地利用計画 

 

３－１ 土地造成計画 

 ・概要 

   港湾施設の計画に対応するとともに、多様な機能が調和し、

連携する質の高い港湾空間の形成を図るため、土地造成計画を

変更する。 

 

・土地造成計画 

土地造成計画を次のとおり変更する。 

 
表３－１－１ 土地造成計画（今回計画） 

 
 

 

表３－１－２ 土地造成計画（既定計画） 

 
 

 

（単位：ha）

(15.4) (15.4)

15.4 15.4

注1）　（　　）内は港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する区域の保全に特に密接に関連する土地造成計画で内数である。
注2）　端数処理のため、内訳の和は必ずしも合計とはならない。
注3）　今回の変更にかかる地区についてのみ記述した。
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注1）　（　　）内は港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する区域の保全に特に密接に関連する土地造成計画で内数である。
注2）　端数処理のため、内訳の和は必ずしも合計とはならない。
注3）　今回の変更にかかる地区についてのみ記述した。
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３－２ 土地利用計画 

・概要 

   南港地区（南港東）において、大規模物流用地の需要に対応

するとともに、効率的な貨物の取り扱いを図るため、土地利用

計画を変更する。 

 

・土地利用計画 

土地利用計画を次のとおり変更する。 
 

表３－２－１ 土地利用計画（今回計画） 

 
 

表３－２－２ 土地利用計画（既定計画） 

 
 

     
図３－２－１ 土地利用計画図（南港地区（南港東）） 

（単位：ha）

(188.7) (409.3) (45.8) (99.7) (55.9) (799.4)

188.7 409.3 45.8 134.2 102.3 79.0 959.3

注1）　（　　）内は港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する区域の保全に特に密接に関連する土地利用計画で内数である。

注2）　端数処理のため、内訳の和は必ずしも合計とはならない。

注3）　今回の変更にかかる地区についてのみ記述した。
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193.8 404.2 45.8 134.2 102.3 79.0 959.3

注1）　（　　）内は港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する区域の保全に特に密接に関連する土地利用計画で内数である。

注2）　端数処理のため、内訳の和は必ずしも合計とはならない。

注3）　今回の変更にかかる地区についてのみ記述した。
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４ その他重要事項 
 

４－１ 国際海上輸送網又は国内海上輸送網の拠点として機能する

ために必要な施設 

 

南港地区（南港東）において、既に計画されている施設のう

ち、国際海上輸送網又は国内海上輸送網の拠点として機能する

ために必要な施設について、次のとおり変更する。 

 
表４－１－１ 国際海上輸送網又は国内海上輸送網の拠点として 

           機能するために必要な施設（南港地区（南港東））（今回計画） 
 

  施設名 諸元 備考 

① 岸壁（NH2） - 既定計画の削除 

② 泊地 水深 13m、面積 1.6ha 既定計画の変更計画 

③ 泊地 - 既定計画の削除 

④ 航路・泊地 水深 13m、面積 20.8ha 既定計画の変更計画 

⑤ 航路・泊地 - 既定計画の削除 

 

 
表４－１－２ 国際海上輸送網又は国内海上輸送網の拠点として 

           機能するために必要な施設（南港地区（南港東））（既定計画） 
 

  施設名 諸元 備考 

① 岸壁（NH2） 水深：12m、1バース、延長 240m 既定計画 

② 泊地 水深 13m、面積 1.6ha 既定計画 

③ 泊地 水深 12m、面積 1.0ha 既定計画 

④ 航路・泊地 水深 13m、面積 21.8ha 既定計画 

⑤ 航路・泊地 水深 12m、面積 1.0ha 既定計画 
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図４－１－１ 国際海上輸送網又は国内海上輸送網の拠点として 

        機能するために必要な施設（南港地区（南港東）） 

今回計画 既定計画 
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５ 環境の保全に関する資料 

 
（１）大気質への影響と評価 

今回の計画変更において、新たな大気汚染物質の増加は軽微で

あることから、大気質に与える影響は軽微であると考えられる。 

 

（２）騒音・振動への影響と評価 

今回の計画変更において、発生集中交通量の増加は軽微である

ことから、騒音・振動に与える影響は軽微であると考えられる。 

 

（３）総合評価 

今回計画が周辺環境に及ぼす影響について検討した結果、周辺

環境に与える影響は軽微であると考えられる。 

なお、今回計画の実施にあたっては、環境保全に十分配慮し、

環境に与える影響を小さくするものとする。 
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